
２  消 防 概 要 編
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消防予算と事業

　令和５年度の一般会計当初予算は4,447,176 千円で、前年度と比較して216,195 千円（4.6％）
の減額となっています。
　令和５年度一般会計当初予算を性質別に分類すると、人件費、扶助費、公債費等の義務的
経費が 3,600,231 千円（81.0％）、消防車両購入費、庁舎改修費等の投資的経費が 106,561 千
円（2.4％）、物件費や維持補修費等のその他の経費が 740,384 千円（16.6％）などです。
　これらの予算は、管内住民の皆様が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりのために、消防
体制の整備や予防消防を推進するものです。

事　　　業 内　　　容

高機能消防指令センター更新事業 〇デジタル無線システム等更新のための設計

わが町からの火災を「ゼロ」にするための対策 〇街頭ビジョンやミニコミ誌を活用した火災予防啓発

組合発足50周年記念事業 〇組合発足50周年記念式典の開催

消防活動能力向上事業 〇水害対応資機材の拡充

救急業務高度化推進事業 〇自動心臓マッサージ器の導入

脱炭素化推進事業 〇ZEB基準相当適合の本部庁舎空調設備改修設計業務

消防車両の整備管理事業 〇計画的な消防車両の更新整備
〇EV車の導入（リース）

住民の利便性向上と行政事務の効率化事業 〇各種届出や申請についての電子申請の導入
〇リモートワークのためのデジタル機器の整備

令和5年度当初予算に係る主な事業

当初予算性質別割合 ５年間の当初予算及び分担金の推移
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広報活動

　本組合では、住民の皆さんに消防行政へのご理解とご協力をいただくため、広報紙「ふれあい
消防 119」、組合ウェブサイト、フェイスブック、ユーチューブなどのSNSをとおして火災予防や予
防救急などの活動をお知らせしております。
　また、報道機関、構成市町の広報誌、防災行政無線などを活用し、随時、火災予防を始めと
する注意喚起を行っております。
　しかし、例年行われている消防施設見学を始めとする各種行事、イベントについては、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大のため、令和４年度も一部中止となりました。そこで、本組合では、
SNSでの動画投稿など多角的な広報活動を行いました。

令和４年度中の主な広報活動
活動内容 実施回数等 対　象

構成市町の広報誌掲載 96回 管内住民
組合ウェブサイト掲載 241回 不特定多数
組合フェイスブック掲載 228回 不特定多数
組合ユーチューブ掲載 110回 不特定多数
組合インスタグラム掲載 792回 不特定多数
報道機関掲載 211回 不特定多数
防火チラシ作製 55種 管内住民
防火ポスター募集・作製 769点 管内幼稚園・保育所、小・中学校
防火標語募集 1,947点 管内事業所・学校等
広報紙発行「ふれあい消防119」 2回（256,000部） 管内全世帯
消防施設見学 36回（567人） 管内市町小学生ほか
防火パレード 37回（1,118人） 管内一円（消防職員・消防団員・女性消防協力会等）

防火講話 231回（14,407人） 管内事業所・学校等
防火訓練指導 206回（16,501人） 管内事業所・学校等
広報警戒 4,330回（11,826人） 管内一円（消防職員・消防団員・女性消防協力会等）
街頭活動 11回（438人） 管内一円（消防職員・消防団員・女性消防協力会等）

ふれあい消防119 組合ウェブサイト

You TubeFacebook X（旧Twitter）Instagram
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火災概況・予防対策
１　令和４年の火災発生状況
⑴　火災件数は104件、前年より減少
　火災件数は104 件（前年比９件減）で、出火
率（人口１万人当たりの出火件数）は2.71 件／
万人となり、全国平均の2.89 件／万人を0.18ポイ
ント下回っています。

⑵　建物火災58件のうち住宅火災は32件

　火災種別にみると、「建物火災」が 58 件（前年比 11 件減）、「林野火災」が５件（前年
比４件減）、「車両火災」が 12 件（前年比２件減）、「その他の火災」が 29 件（前年比８件増）
となっています。
　なかでも建物火災のうち、火元建物の用途別にみると住宅火災が 32 件（前年比７件減）
発生しており、建物火災全体の55.2％を占めています。

⑶　出火原因の上位は「たき火」
　　「放火･放火の疑い」「電気機器」
　出火原因は、「たき火」16 件（15.4％）、「放
火・放火の疑い」15 件（14.4％）、「電気機
器」15 件（14.4％）、「電気配線」９件（8.7％）
及び「たばこ」８件（7.7％）の順となってい
ます。
　令和４年は、３月から６月にかけて「たき火」
による火災が 10 件発生しました。
※　電気配線は、「電灯・電話等の配線」
　　及び「配線器具」を合算したもの。

火災件数の推移

出火原因の上位
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⑷　火災による死者は５人
　火災により５人（前年比４人減）の尊い命が失われ、21 人（前年比６人増）が負傷しました。
　住宅火災による死者は４人で、65 歳以上の高齢者は２人でした。

⑸　損害額について
　火災による損害額は353,771 千円で、前年に比べ
207,459 千円増加しています。火災件数が減少している
のに対し損害額が大きく増加した理由は、工場火災によ
り大きな損害額を計上した建物火災が発生したことや、
大型貨物自動車が数台焼損した車両火災が発生した
のが要因となります。

⑹　市町別火災発生状況
　構成市町別にみると、郡山市 85 件（前年比２件増）、田村市 11 件（前年比８件減）、三
春町４件（前年比３件減）、小野町４件（前年比同数）となっています。

郡山市 田村市 三春町 小野町
令和４年 85 11 4 4
令和３年 83 19 7 4
前年比 2 △８ △３ 0

２　火災予防行政
　火災の未然防止及び火災による死者・傷者をなくすため、春、秋及び年末年始の火災予防
運動のほか、各種イベント等を通して、住民に対する防火意識の啓発を図るとともに、事業所に
対して立入検査を実施し、防火対策事業を推進しています。

⑴　住宅防火対策の推進
　逃げ遅れ等による死者を抑止するため、消防法により設置が義務付けられている住宅用火災
警報器の設置促進を図っており、管内世帯の設置率は、令和４年は、77.5％と前年から1.8ポ
イント減少しました。また、火災予防条例の基準どおりに適正に設置されているかの指標となる
条例適合率は54.4％と前年から5.9ポイント増加しました。
　住宅用火災警報器の設置率及び条例適合率の向上のため、各行政機関、自主防災組織、
消防団、事業所等と協力し設置促進及び適正な維持管理を呼びかけます。
　

損　害　額

条例適合率住宅用火災警報器設置率
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また、次のことについて重点的に取り組んでいます。
	ア	 消防署員による住宅用火災警報器の取付支援の推進
	イ	 各種 SNSを活用した火災予防広報活動
	ウ	 各種スポーツ競技の試合における住宅用火災警報器のPR活動
	エ	 老朽化（廃）消火器の回収の推進
	オ	 消防団・女性防火クラブ・自主防災組織等と連携した予防広報活動

⑵　防火対象物の防火対策
　管内の防火対象物は総数 16,032 件で、市町別にみると、郡山市 13,806 件、田村市 1,243
件、三春町 555 件、小野町 428 件で、郡山市
が全体の約 86.1％を占めています。
　用途別では、寄宿舎 ･ 共同住宅等が 5,053
件と最も多く全体の約 31.5％を占めており、次い
で事業所等の2,237 件、工場・作業所 1,815 件
となっています。
　火災の未然防止と被害の軽減を図るため、年
間の立入検査実施計画に基づき、防火対象物
1,935 件、危険物施設 433 件で立入検査を合計
2,368 件実施し、消防用設備等の維持管理、防
火管理、危険物保安管理状況等を確認していま
す。
　消防法令違反が判明したときは、速やかに改
善指導を行い、重大な違反に対しては本組合ウェ
ブサイトでの公表や改善の命令などの行政処分
を行っています。

≪違反対象物の公表制度の実施≫
　建物を利用する方が、自らが利用する建物の
危険性に関する情報を入手し、その建物の利用
について判断できるよう、平成 30 年４月１日から、消防が立入検査時に確認した重大な消防
法令違反のある防火対象物を本組合ウェブサイトで公表しており、令和５年３月31日現在で22
件の防火対象物を公表しています。
　防火安全への認識を高め、防火管理業務の適正化を目的として公表すること
で、その建物を利用しようとする方が、違反に関する情報を確認した上で、建
物の利用を判断することができます。

市町村別防火対象物数

用途別防火対象物数
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⑶　危険物施設の安全対策
　管内の危険物施設数は1,694 施設で、施設区
分別にみると、製造所が 38 施設、貯蔵所が 1,182
施設、取扱所が 474 施設となっており、年々減少
しています。
　全国的にも危険物施設数は減少しているものの、
火災や流出事故の発生件数は増加傾向にあり、
各地で死傷者や多大な被害が発生しています。
　危険物施設における事故を未然に防止するため、危険物安全週間時には、ラジオ放送での
広報活動、各行政機関の広報誌への記事掲載及び講習会を開催しています。
　また、許認可時、検査時における安全指導等の徹底を図ることにより、保安に関する普及啓
発を行っています。

≪最近の危険物行政の動向≫
　令和元年７月に京都市のアニメーションスタジオで多くの死傷者を出した火災を受け、危険物
の規制に関する規則の一部が改正になり、「ガソリンを携行缶などの容器に詰め替えて販売する
ときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行わなければならない」と
されています。
　また、令和３年 12月大阪市北区において多数の死傷者を出すビル火災が発生したことから、
ガソリンの容器詰め替え時における本人確認等の適正な運用の徹底を図るとともに、ガソリンを
購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合の警察への通報要領が示されました。

⑷ 「火事ログ」の公開
　平成 31 年３月14日から火災発生状況の発信・分析を目的に本組合ウェブサイトをとおして
火災発生情報公開システム「火事ログ」を公開しています。
　「火事ログ」は、曜日、時間、原因などの検索条件ごとに火災の発生状況を地図上に表示し、
可視化したものです。
　また、このシステムを活用した取組みは、総務省消防庁が主催する第４回
予防業務優良事例として令和２年６月に優秀賞を受賞しました。
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消防活動概況
１　消防隊の活動
　　火災・災害への出動状況
　令和４年は849件の災害等に対して、2,004台の消防車両が出動しました。これは１日当たり2.3
件出動したことになり、前年と比較し83 件増加しました。

２　消防訓練
⑴　総合防災訓練
　地震や風水害、大規模災害などに迅速・的確に対応できるよう、消防活動の強化と、住民
の防災意識の高揚を図ることを目的に、地域住民及び防災関係機関が一体となった、総合的
かつ実践的な防災訓練に参加しました。なお、令和４年は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、一部訓練を中止としました。

実施日 実施場所 参加機関 参加人数 車両台数

郡山市総合防災訓練 10月22日 宝来屋郡山総合体育館 36 232 11

田村市総合防災訓練 10月２日 田村市立都路小学校周辺
及び古道体育館 9 473 17

三春町総合防災訓練 ９月25日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

小野町総合防災訓練 9月4日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

福島県総合防災訓練 11月26日 いわき市※（本組合不参加）



―	23	―

⑵　事業所等との連携訓練
　管内の重要文化財や大規模な危険物施設を管理する事業所等と様 な々機会をとらえて、従
業員等の防災意識の高揚及び自衛消防力の強化並びに付近住民や消防団との連携を図る目
的で、災害対応の訓練を実施しています。

実施日 実施場所 参加機関 参加人数 車両台数

文化財防火デーに伴う
消防訓練 １月22日 堂山王子神社 （田村市） 6 53 6

危険物安全週間に伴う
危険物災害対応訓練 6月6日 ジャパンコーティングレジン株式会社

小野工場
新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止

危険物安全週間に伴う
危険物災害対応訓練 6月8日 日東紡株式会社

富久山事業センター 2 43 12

田村消防署
水難事故対応訓練 7月12日 三春ダム 4 20 5

秋季火災予防運動に伴う
事業所連携訓練 11月26日 福島県森林研究センター 2 26 6

⑶　消防本部訓練
　管内における水難事故への対応を強化するため、水難救助隊員の養成及び技術の向上を
目的とした水難救助訓練を実施しました。

実施日 実施場所 参加人数 車両等台数

水難救助基本訓練
（前期）

６月１日
～６月３日 郡山カルチャーパーク 23

水難救助対応訓練
（河川対応） ６月2日 阿武隈川河川敷

郡山河川防災センター 21
車両6台
ボート１艇

ドローン１機

水難救助対応訓練
（湖沼対応）

６月28日
～6月30日

郡山市湖南町浜路地内
尚志学園キャンプ場南側 23

水上バイク１台
ボート２艇

ドローン１機

水難救助基本訓練
（後期）

9月７日
～9月９日 郡山カルチャーパーク 24

水難救助対応訓練
（冷水対応） 11月2日 郡山カルチャーパーク 23
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⑷　消防救助技術訓練（大会）
　救助技術の高度化に必要な基本的要素を練磨することを通じ、消防救助活動に不可欠な
体力、精神力、技術力を養うとともに、他の模範となる消防救助隊員を育成し、地域住民の
消防に寄せる期待に力強く応えることを目的としています。
　毎年、消防救助技術大会が開催され、その成果を披露しています。

実施日 実施場所 参加人数 種目

第44回 福島県消防救助技術大会 6月22日 福島県消防学校 23 6

第50回 東北地区支部
消防救助技術指導会 7月27日 新潟県新潟市消防局 9 2

第50回 全国消防救助技術大会 8月26日 東京都立川立飛特設会場 2 1
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救急概況
１　救急活動状況
　令和４年の出動件数は18,169 件で、前年より1,880 件の増加となり、搬送人員は16,179 人で、
前年より1,509 人増加しました。
　搬送人員については、急病によるものが全体の約 70.5％を占めており、傷病程度では軽症者
の搬送が全体の約 53.1％を占めています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、現場滞在時間が延伸、さらに医療機関等への収容時
間が延伸する傾向にあり、心肺停止状態の傷病者などの一刻を争う「本当に救急車を必要とし
ている声」に応えるため、救急車の適正利用を呼びかけています。
　１日当たりの出動件数は49.8 件で、約 28.9 分に１件の割合で出動したことになり、管内人口
の23.8 人に1人が搬送されたことになります。

出動件数と搬送人員の推移

一日平均出動件数と平均現場滞在時間の推移
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２　救急隊員の研修
　救急隊員の行う処置拡大に伴い、より高度な知識や応急処置技術を身につけることが求めら
れています。本組合では、93 人の救急救命士が活動しており、計画的に救急救命士の養成を
進めています。
　救急救命士のうち、より高度な救命処置を行うことができる気管挿管認定救命士が 66 人、薬
剤投与認定救命士が 109 人、医師の具体的な指示の下での心肺機能停止前の重度傷病者
に対する静脈路確保及び輸液並びに血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
が行える認定救命士が101人おり、令和４年は救急の現場で気管挿管を３回、薬剤投与を79回、
心肺機能停止前輸液を36回、ブドウ糖投与を14回実施しました。
　また、福島県消防学校における救急科等を修了した285 人の救急有資格者が業務に従事し
ています。
　本組合では、救急資格取得後もより高度な救急需要に応えるため、医師会や救急病院協議
会等の協力を得ながら、継続的かつ効果的な病院研修を実施しています。
　さらに、新型コロナウイルス感染症対策により、各種救急研修会をオンライン開催とし多くの救
急隊員が積極的に参加しています。
　また、平成 28 年６月には、救急隊員を教育する指導救命士が誕生し、現在は７名の指導救
命士が救急隊員の更なるレベルアップを図るために、救命士再教育、救急隊員生涯教育のプロ
グラム作成や指導・助言を行い、住民サービスの向上に努めています。

３　救急医療体制

⑴　医療機関との連携
　本組合では、管内で発生した傷病者を輪番による救急病院（７施設）や救急協力病院等（３
施設）、その他の病院、医院、診療所に搬送しています。
　また、重篤な傷病者にあっては、救命救急センター（１施設、ドクターカー１台）に搬送して
います。
　さらに、休日・夜間の診療体制として郡山医師会による休日・夜間急病センター（１施設）
や田村医師会による夜間診療所（１施設）も運営されています。

⑵　ドクターヘリの出動要請
　平成 20 年１月から、消防機関・医療機関からの出動要請に基づき、医師等を現場に派遣
して重症者にいち早く適切な救命医療を施す、福島県ドクターヘリの運航が開始されました。
　令和４年の福島県ドクターヘリの出動状況は、県内全体で333 件、そのうち本組合管内に
おける出動件数は13.2%の 44 件でした。各市町村別の出動状況は、郡山市８件で18.2％、
田村市が 24 件で54.5％、三春町が２件で4.5％、小野町が 10 件で22.8%となっています。
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⑶　郡山地方メディカルコントロール協議会
　平成 15 年４月から、郡山地方メディカルコントロール協議会が設けられ、医療機関と消防機
関が更なる連携強化を図り、傷病者の搬送途上における救命効果を高めるため、次の体制が
構築されました。

ア　救急隊が現場や救急車からいつでも迅速に医師の指示・指導・助言を要請できる。
イ　実施した救急活動の医学的判断、処置の適切性について検証医師による事	
　後検証が行われる。（事後検証については、郡山メディカルコントロール協議会の検証小委	
　員会が毎月１回開催され、令和４年は526 件の救急事案が検証を受けました。）
ウ　救急救命士の資格取得後の再教育として、医療機関において定期的に病院実習を行う。

４　応急手当の普及啓発（救命の連鎖）
　突然の心停止から救命し、社会復帰に導くためには、心停止の予防や早期通報、心肺蘇生
とＡＥＤの使用など「救命の連鎖」が不可欠です。心臓と呼吸が止まってから３～４分以上その
ままの状態が続くと回復が困難となります。

バイスタンダーによる心肺蘇生実施率の推移（過去5年）
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　本組合の令和４年の現場到着所要時間の平均は12.4 分となっており、現場に居合わせた人
（バイスタンダー）の適切な応急手当が目の前の命を助けることにつながります。
　本組合では、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、応急手当指導資器材の整備を図りな
がら、延べ 309 人の応急手当指導員が救命講習等を行い、令和４年中は131 回の講習会を
実施し、2,614 人が受講しました。
　救急現場でのバイスタンダーによる心肺蘇生の実施率は、令和２年は56.7％、令和３年は
65.1％、令和４年が 66.4％と年々向上しています。

５　予防救急プロジェクトチーム
　救急需要の増大に伴い、管内の救急現状を分析してその問題を抽出し、それらに対応する
ための方策を構築し、関係機関との連携を図りながら救急件数の減少と救急車の適正利用の
推進を目的に、平成 27 年度に予防救急プロジェクトチームを設立しました。予防救急プロジェク
トチームでは、「予防救急サポーター養成」のほか、防災みらい、ふれあい１１９、セーフコミュ
ニティ通信及び組合ウェブサイトでの情報発信、病院や郡山市と合同でのＰＲ活動を実施しまし
た。
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救助概況
１　救助隊の活動
　令和４年中の救助件数は120 件で、前年から22 件の増加となっています。
　事故種別でみると、交通事故が最も多く45 件で全体の37.5％、次いで建物等による事故が
37 件（30.8％）、水難事故が 10 件（8.3％）、機械による事故が３件（2.5％）、火災（建物）
が１件（0.8％）の順になっています。その他の事故 24 件（20.1％）の内訳は、車両等の挟ま
れ及び下敷き事案が８件、車内等閉じ込め事案５件、転落等事故３件、救急支援等となってい
ます。
　本組合では、各種災害事案において、安全・確実・迅速な救助活動を行い、住民から信頼
される救助隊を目指しています。

令和４年 救助件数

２　救助隊員の研修
　救助隊員は、交通事故や自然災害、また複雑・多様化する火災等の災害に適切に対応する
ため、救助活動に必要な知識、技術及び体力の習得を目的に消防学校や本組合で行う教育、
研修を修了した隊員であり、令和５年４月１日現在 115 人の職員が救助資格を有しています。
　これら救助隊員のうち、人命救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた高度救助隊員が
58 人、海外で大規模災害が発生した際に日本政府が行う国際援助の救助チームとして派遣さ
れる部隊に登録されている国際救助隊員が６人います。
　また、河川及び湖等で発生する災害や台風及びゲリラ豪雨等の災害に対応する水難救助隊
員が 21 人おり、各種災害に精通した隊員が業務に従事しています。
　本組合では、気候変動や生活様式の多様化などにより災害が複雑・高度化していることから、
隊員個人の知識や技術の向上とともに、部隊間の連携を強化した対応が求められていますので、
日々 あらゆる災害に対応できるよう訓練を継続して行い、現場対応力の充実強化を図っています。
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通信指令概況
１　過去５年間の回線別受理件数の状況
　令和４年の電話による119 番通報総受理件数は、総数で24,697 件でした。
　なかでも、携帯電話からの119 番受理件数は13,750 件で、全体の約 56％を占めています。

２　FAX119、メール119、Net119での119番通報について
　聴覚または言語障がい等により電話での119 番通報が困難な方から、火災や救急等の通報
を、FAX、メール等により受け付けており、本組合ウェブサイトからFAX119 通
報用紙をダウンロードすることができます。
　なお、メール119、Net119は事前に登録が必要となります。

３　テレフォンサービスについて
　テレフォンサービスは、主に災害情報や休日当番・夜間病院を案内しています。
　また、火災予防や住宅用火災警報器の普及、携帯電話からの119番通報者向けの広報も行っ
ています。
　令和４年のテレフォンサービス総利用件数 292,159 件でした。


